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まえがき 

皆さまが住んでいる地域には、まちづくりに関してちょっとした困りごとや気になるこ

とがあると思います。まちづくりは、地域の将来に向けて「良好な住環境を保ちたい」「緑

いっぱいのまちにしたい」など、身近なことからまち全体のことまで、いろいろなものが

考えられます。

たとえば、最寄りのバス停留所までに坂道や距離がある地域では、「日常の移動に不便

を感じる」ということも、困りごとの一つかもしれません。

また、今は元気で、日々の移動に不自由を感じていない人でも、高齢になり、「今まで

と同じように坂道を歩くことができるのか？」「車を運転できなくなったらどうするの

か？」などと不安に思われる方もいることでしょう。

川崎市内では、このような交通課題を解決するために、地域の皆さまが中心となってコ

ミュニティ交通を導入したところもあります。

コミュニティ交通導入の取組はまちづくりの一環であり、地域の課題を最もよく知る地

域の皆さまが主体的に、合意形成を図りながら、誰もが利用できる身近な地域の交通であ

るコミュニティ交通をつくり上げ、守り、育てることが大切です。地域の皆さまが守り、

育てるコミュニティ交通は、いつまでも、安心して住み続けられるまちの実現につながり

ます。

川崎市では、こうした地域の主体的な取組が円滑に進むように、積極的にサポートしま

す。本書は、地域の皆さまや関係者の方々が、川崎市におけるコミュニティ交通導入の方

法を理解し、具体的に検討する際の「ガイドライン」として活用していただくことを目的

に作成したものです。

本書をきっかけに、地域の皆さまが地域公共交通について考え、地域にふさわしい交

通手段の導入を実現させ、定着していくことによって、地域の活性化につながることを

期待するものです。



目 次 

はじめに 

１  あなたの身近でこんな経験はありませんか？･････････････････････････････1 

２  「身近な地域の交通」とは？･･･････････････････････････････････････････2 

３  コミュニティ交通を取り巻く社会環境の変化･････････････････････････････3 

４  「手引き」の対象は？･････････････････････････････････････････････････4 

５  役割分担【誰が、どのような役割を担うの？】･･･････････････････････････5 

コミュニティ交通導入の進め方 

１ 取組手順 ............................................................. 7

２ 各ステップの検討・作業内容 ........................................... 8

ステップ０ 検討体制の構築 ............................................ 9 

ステップ１ 地域特性の確認 ........................................... 10 

ステップ２ 運行手法の検討・運行計画の検討・本格運行実施に向けた検討 . 12 

ステップ３ 本格運行・運行継続 ....................................... 28

３ 参考資料 ............................................................ 30

４ 用語集 .............................................................. 41



1 

はじめに 

１ あなたの身近でこんな経験はありませんか？ 
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□ 「身近な地域の交通」というと、路線バスをはじめタクシーや自家用車など様々な交通

手段が連想されると思います。 

□ 令和３年３月に策定した「川崎市地域公共交通計画」においては、基幹的な役割を担う

「路線バス」を中心に、「タクシー」「コミュニティ交通」の地域公共交通を最大限に活

用し、身近な交通環境の整備に取り組むこととしています。 

□ そこで、本手引きでは、コミュニティ交通を路線バスやタクシーなどのように一つの交

通手段に特定するのではなく、地域の皆さま等が主体となって導入し、運営・運行に参

画している、地域の足となる誰もが利用可能な交通手段全般のことを「コミュニティ交

通」としています。 

２ 「身近な地域の交通」とは？ 

【川崎市地域公共 

交通計画の対象範囲】
不
特
定

利
用
者
特
性

特
定

タクシー 鉄道

路線バス

・乗合型の運行

・タクシーの活用

マイカー

送迎など

少ない             輸送量             多い

多様な送迎手段

自家用有償旅客運送

企業送迎バス 

商業施設の送迎バス 

病院の患者送迎・福祉施設の送迎 

ボランティア送迎

【例】買い物バス 

（白幡台地区） 

【例】みらい号 

（野川南台地区） 

【例】山ゆり号（高石地区） 

あじさい号（長尾台地区） 

コミュニティ交通

図 様々な交通手段 
（出典）川崎市地域公共交通計画を一部修正
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川崎市では、平成 19年に「地域交通の手引き」を策定し、これまでコミュニティ交通の検討

に取り組む地元協議会等に対して支援をしてまいりました。こうした中、高齢化の進展や地域

公共交通を担う運行事業者における運転者不足、ＩＣＴの進展など社会環境にも様々な変化が

生じています。 

こうした変化を踏まえ、地域の皆さま、行政及び交通事業者が状況を共有し、時代に即した

コミュニティ交通の導入に向けた取組を進めていくことが重要です。 

□ 高齢化の進展によるニーズの高まり 

・川崎市の高齢者人口は今後も増加すると推計されていますが、65 歳未満に比べ 65 歳以上

では、自動車の利用割合が高くなっている傾向にあります。 

・一方で、免許返納数が近年大幅に増加しており、高齢者等の生活の足の確保が必要となっ

ています。 

□ 地域公共交通を取り巻く環境の変化 

・バス事業においては、全国的な運転者不足により事業継続に影響が生じています。また、

バス事業の運行経費は主に人件費、燃料費、その他諸経費等で構成されていますが、経費

単価は近年増加傾向にあり、経常収支悪化の要因の一つになっています。 

・タクシー事業においては、運転者不足や景気低迷等により輸送人員、輸送収入ともに年々

低下しており、事業者数も減少傾向となっています。 

３ コミュニティ交通を取り巻く社会環境の変化 

川崎市の将来推計人口 
（出典）川崎市総合計画第 3期実施計画の策定に向けた 

        将来人口推計(更新版)（令和 4年 2月）

申請による運転免許取消件数の推移 
(出典)警察庁運転免許統計
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□ ＩＣＴの進展 

・タクシーの配車アプリの普及やドアツードアに近い形での利用が可能なオンデマンド交通

の活用など、地域公共交通が利用しやすくなる手段の開発が進んでいます。 

・特に、複数の公共交通等を最適に組み合わせることで検索・予約・決済等を一括で行う 

ＭａａＳ（Mobility as a Service）は、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重

要な手段として期待されています。 

□ 制度改革 

・「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和 2(2020)

年 11 月に施行され、特にバスやタクシーによる運行が難しい過疎地などでは、自家用有償

旅客運送や送迎車両など、地域の輸送資源を総動員して移動ニーズに対応することが示さ

れています。 

・また、タクシーの運賃・料金サービスに関する新制度が、令和 2(2020)年 11 月より導入さ

れ、タクシーの複数回の利用分の運賃を一括して支払う「一括定額運賃制度」や、需要の

増減に応じて迎車料金を変動させる「変動迎車料金制度」の活用が可能となりました。 

□ 本手引きの対象は市内の全地域であり、地域の皆さまが日常生活において「交通手段」

の必要性を認識し、その確保と活用に向けて主体的な取組を行っている地域とします。 

□ 本手引きは、地域の皆さまや関係者の方々が、川崎市におけるコミュニティ交通導入の

進め方を理解し、具体的に検討する際の「ガイドライン」として活用していただくこと

を目的に作成したものです。 

４ 「手引き」の対象は？ 
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（１）役割分担の方針 

□ コミュニティ交通導入の成功には、「市民（地域の皆さま）」、「川崎市」及び「事業者」

の各々が地域特性の確認⇒検討⇒運行の各段階における役割を担いながら、連携・協力

して取り組む必要があります。 

□ 地域の問題を最もよく知る市民が、地域の理解を得て主体的に取り組むことにより、い

つまでも自分たちの移動の手段を守り、育てあげていくことが期待できます。そして、

市民が守り育てる移動の手段は、持続的なまちの発展につながるものと考えられます。

「コミュニティ交通」を市民で利用し、支えることが大切です。 

□ 市民が主体的に取り組む中で解決できない問題、専門的な事項（法律・制度面、分析方

法など）の相談等については、川崎市や事業者が積極的にサポートします。 

※ 川崎市の支援を受けて、コミュニティ交通導入に向けた取組を進める場合は、協議

会の設立が必要となります。 

まずは「川崎市交通政策担当部署」までご相談ください。（巻末連絡先参照） 

【参考】 

「市民は、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によって市

を設立し社会における自治の一部を信託していること。」 

（川崎市自治基本条例 第１章総則 第４条基本理念（１）） 

５ 役割分担【誰が、どのような役割を担うの？】 

各段階に応じた支援 
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（２）川崎市による支援 

□ 川崎市は、本手引きに基づいてコミュニティ交通導入の取組を行う協議会等に対し、ア

ンケートの分析や交通事業者との調整などの技術的な支援を行うとともに、その検討

段階に応じて、資金的支援を行います。 

〇導入に向けた検討を行うとき     〇高齢者等が利用しやすい環境づくりのため 

〇安心して継続的に利用できる環境づくりのため

〇本格運行を始めるとき 

〇地元協議会の活動活性化のため 

※ 支援の詳細については「川崎市コミュニティ交通導入等の支援及び補助金交付に関

する要綱」をご覧ください。

・初期車両購入費、改造費 

・停留所購入費 

・既存交通の活用に資する 

仕組みづくりに係る費用 

・車両リース料 

・高齢者等割引事業補助 ・トライアル制度の活用に 

係る費用 

・運行実験に係る費用 

・車両更新費 

・自動車安全設備費など 

・地域の活動に関する費用 

ＩＣＴ等新技術や新制度に関する情報提供 

ＩＣＴの進展やタクシー料金の制度改革

など、地域公共交通の充実に向けた環境整備

が進められており、地域への導入には様々な

運行形態や事業スキームが想定されます。

このため、川崎市としても民間事業者をは

じめとする多様な主体と連携し、実験フィー

ルドの提供や実験の実施などを行い、得られ

たデータや知見を関係者間で共有すること

により新技術の開発に寄与します。また、川

崎市での適用可能性を踏まえながら、地元協

議会が運行手法の一つとして新技術等の活

用を検討できるよう情報提供等を行います。

実証運行を行ったオンデマンド交通 
「しんゆりシャトル」 
(小田急電鉄、川崎市) 
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コミュニティ交通導入の進め方 

１ 取組手順

コミュニティ交通導入に関して地域で取組を始める場合、地域が抱える交通の問題や今

後の取組方針などを地域で考えるための場として協議会等の検討体制を構築します。 

協議会等の設立後の全体概要は次のとおりとなります。各ステップの詳細な検討・作業

内容等については、該当するページにてご説明いたします。 

1’. 道路運送法の適用を 

要しない運行手法の検討 

〈トライアル制度の活用〉

道路運送法に基づく運行手法の検討

道
路
運
送
法
に
基
づ
く
運
行
が
難
し
い
場
合

・協議会の設立

・地域特性の確認

１. 道路運送法に基づく

運行手法の検討 

 〈トライアル制度の活用〉 

トライアル制度の活用

運行手法の検討

交通事業者との
マッチング 

2. 運行計画の検討

2’. 事業性の検証

3. 運行実験の実施

道路運送法の適用を 
要しない運行手法の検討

トライアル制度の活用

運行計画の検討

事業主体との
マッチング 

ステップ２ 

運行手法の検討 

運行計画の検討 

本格運行実施に 

向けた検討 

(Ｐ.１２～)

ステップ３ 

本格運行 

運行継続 

(Ｐ.２８～)

1. 本格運行

2. 運行継続

ステップ１ 

地域特性の確認 

(Ｐ.１０～)

ステップ０ 

検討体制の 

構築 

(Ｐ.９～)

※本格運行の継続が困難な場合は「ステップ２」に戻って検討を実施 

4. 事業性の検証
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２ 各ステップの検討・作業内容

地域の皆さまが主体的に取組を進める際の参考となるように、ステップ別に検討内容や

作業内容を解説するとともに、【  】内に検討・作業を行う対象を整理しました。 

■各ステップ・各項目の見方 

ステップの名称 

ステップの手順 

ステップの項目 

項目の概要 

作業を行う対象 

対象別の検討・作業内容 
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ステップ０ 検討体制の構築

川崎市からの支援を受けてコミュニティ交通の導入に関する取組を進める場合には、

地域の皆さまで検討体制（協議会）を構築する必要があります。ここでは、協議会の設

立に向けた準備や方法について確認します。 

［ステップ０］協議会の設立【地域住民／川崎市】 

コミュニティ交通の導入に関する取組を行うための準備をします。 

また、コミュニティ交通の導入に関する取組を行い、川崎市や交通事業者との調整を行っ

ていくための協議会を設立します。 

【地域住民】協議会を立ち上げる前に、地域が抱える交通問題の共有や検討・協議を行う場として

町内会・自治会や有志による勉強会など（以下「勉強会等」という。）の組織を作りま

す。勉強会等ではおおまかな検討区域の範囲やコミュニティ交通の必要性などについ

て検討します。 

また、今後の協議会の設立や活動をスムーズに行うためには、取組の趣旨などについ

て、その地域をよく知る町内会・自治会に理解を得ておくことが重要です。 

協議会の設立にあたっては、位置付けや役職、会員、運営方法等を検討し、必要な事

項を協議会会則としてまとめます。（P.３０【参考1】会則例参照） 

協議会を設立する準備が整ったら川崎市に対して届出を行います。（P.３１【参考 2】

協議会設立届出書参照） 

※川崎市から支援を受け、取組を行っていくためには協議会設立届出書の提出が必要

です。 

【川崎市】検討区域の範囲や協議会の設立に向けた検討方法について、アドバイスを行います。 

ステップ０の手順 

協議会の設立
・協議会の設立準備
・協議会の設立

ステップ0

ステップ1へ
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ステップ１ 地域特性の確認

ここでは、アンケート調査による行動特性調査を実施し地域の移動ニーズを確認する

とともに、地域の道路状況や既存の地域公共交通のサービス等の評価などにより、検討

を行う地域の特性を確認します。 

［ステップ１］ 行動特性調査の実施等【協議会／川崎市】 

地域の日常生活における交通行動（居住地や移動の起終点、移動の目的や時間帯、利用交

通手段、利用頻度等）について、地域住民を対象にアンケート調査を実施し、地域における

行動特性を把握します。その結果や対象地域の道路環境や人口等の現況、既存の地域公共交

通のサービス内容を確認し、地域特性の確認を行います。 

これらを踏まえ、対象地域において、既存の地域公共交通を様々な観点から評価します。 

【協議会】地域住民を対象にアンケート調査（行動特性調査）を実施し、地域の移動ニーズを確

認します。 

並行して対象地域の道路幅員や交通規制、急坂や階段の有無など、地図や川崎市から

提供される資料を基に道路環境を確認します。また、対象地域の人口、高齢化率等を

確認します。さらには、対象地域内やその周辺の路線バス等の既存の地域公共交通に

ついて、そのサービス内容（ルート、運行本数、運行ダイヤ、行き先、停留所位置 

等）を確認します。                                

これらの作業を通じて、既存の地域公共交通のサービス内容が、「地域の移動ニー

ズ」に合っているか、どの程度満足しているかを評価します。 

【川崎市】アンケート調査の方法や内容についてアドバイスを行うとともに、調査結果の集計作

業を実施します。 

道路や人口に関する資料等、地域特性の確認に必要な資料を提供します。 

また、既存の地域公共交通の評価にあたりアドバイスを行います。 

ステップ1の手順 
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地域特性の確認にあたり 

□ アンケート調査の対象 

地域住民を対象とし、アンケート調査票は、全世帯への配布を基本とします。ただし、

調査の規模が大きくなる場合はサンプリング調査とすることもできます。

□ アンケート調査の手順・役割 

・調査票の作成・印刷  【川崎市】

・調査票の配布・回収  【協議会】

・回答のデータ入力   【川崎市】

・データの集計及び分析 【協議会・川崎市】

□ アンケート調査項目の例 

・日常の移動目的と交通手段

・路線バスの利用状況（利用頻度・時間など）

・既存の地域公共交通に対する満足度   など

※地域特性に応じて、調査票の質問項目を調整する。

（Ｐ.３２【参考３】調査項目例、Ｐ.３３～Ｐ.３４調査票例参照）

□ 確認する項目（地域特性） 

・道路幅員、急坂・階段の有無

・交通規制

・道路整備計画の有無

・人口、高齢化率

・既存の地域公共交通のサービス内容

・既存の施設送迎の有無、サービス内容  など

□ 既存の地域公共交通の評価の仕方 

以下の視点を中心に、既存の地域公共交通の満足度を評価します。

・運行ルートは？

・運行時間帯や始発・終発の時刻は？

・運行間隔（待ち時間）は？

・乗降場所までの距離（あるいは所要時間）は？

・目的地までの所要時間は？

・道路環境は？
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ステップ２ 運行手法の検討・運行計画の検討

本格運行実施に向けた検討

ここでは、ステップ１でまとめた地域特性に基づき、運行手法・運行計画について

検討などを行います。 

［ステップ２－１］道路運送法に基づく運行手法の検討〈トライアル制度の活用〉 

【協議会／川崎市／事業者】 

ステップ１で確認した地域の移動ニーズや特性を踏まえて、既存の地域公共交通の活用や

新たなコミュニティ交通の導入などの運行手法の導入について検討を行います。運行の継続

性等を確保するため、はじめに道路運送法に基づく運行手法の検討を行います。 

検討にあたって、より的確な需要把握を行いたい場合は、試験運行等の実施を可能とする

「トライアル制度」を活用することができます。トライアル制度による試験運行の際には、

概ねのルート、乗降場所を設定し、それらの走行環境を事前に調査し、必要に応じて、走行

環境テストを実施します。 

なお、検討の結果、道路運送法に基づく運行が難しい場合は、ステップ２－１’（Ｐ.２４）

に進みます。 

【協議会】ステップ１で確認した地域特性を踏まえて、道路運送法に基づく運行手法の検討を行

い、運行事業者とのマッチングを行います。検討にあたっては、「トライアル制度」を

活用して、より的確に需要を把握し、その結果を踏まえて運行手法を検討し、運行事

業者とのマッチングを行いやすくすることもできます。トライアル制度の概要は  

Ｐ.１３に示すとおりです。なお、新たなコミュニティ交通の導入の検討を行う際には、

Ｐ.１４「新たなコミュニティ交通の導入の検討にあたっての視点」に留意します。 

トライアル制度による試験運行を行う場合には、概ねの運行ルート、乗降場所を設定

し、そのルート、乗降場所の道路幅員や形状、交通規制等の走行環境を調査します。 

ステップ２の手順 
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【川崎市】新たなコミュニティ交通の導入にあたって、道路運送法に基づく運行手法について、

アドバイスを行います。「トライアル制度」を活用する場合、地域に協力する交通事業

者等に対し、実施に向けた支援や実施費用への補助を行います。 

走行環境調査の実施にあたり、運行ルートや乗降場所設置に関する物理的条件等、交

通管理者や道路管理者からの指摘が想定される事項についてのアドバイスを行います。 

【事業者】事業者の立場から既存の地域公共交通の活用や新たな運行手法の導入の検討・調査の

内容について意見を述べます。 

『トライアル制度』とは（道路運送法に基づく運行手法の検討段階の場合） 

目的 

・ 本制度を活用してアンケート調査による行動特性調査に加え、より的確な需要把握を

行うことができます。 

・ 的確な需要把握に基づいた運行計画の検討を行うことで、交通事業者とのマッチング

を行いやすくします。 

活用想定 

【活用例１】定期定路線型の運行による、的確な需要把握 など 

・ 簡易かつ迅速に実施するため、基本的に運賃は無償での運行とします。 

・ なお、すでに交通事業者がコミュニティ交通導入の検討に加わっている際には、運行

手法の適否を確認する場合にも活用可能とします。 

【活用例２】タクシーを活用した取組（地区内へのタクシー乗り場整備等） 

※ステップ１の地域特性の確認を踏まえ、交通事業者とマッチングでき、運行計画の検討ができる場合 

など、次の検討に進めるのであれば、トライアル制度の実施は不要です。 

■トライアル制度の流れ 

トライアル制度の活用

運行手法の検討

交通事業者との
マッチング 
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□ 新たなコミュニティ交通の導入の検討にあたっての視点 

地域において新たなコミュニティ交通の導入を検討する際、以下の視点から考えます。

（Ｐ.３５【参考４】コミュニティ交通導入の視点 参照）

1) 利用特性 ・誰が？【住民全体、高齢者、通勤通学者等】

・需要の量は？【概ね○人/日 等】

－需要が見込めるか

・利用頻度は？【毎日、週○回 等】

2) 運行内容 ・いつ？【朝、夕、昼、平日、休日 等】

・目的は？【買物、通院等】

・どこに？【駅、区役所、病院 等】

 －具体的な利用者イメージが説明できるか

4) 地域コミュニティの形成 ・地域内の新たな交流を生むか

 （人と人のつながり など）

5) まちづくり（地域の活性化） ・地域の活性化につながるか

 （高齢者の外出率向上 など）

6) ライフスタイル ・日常生活になじむか

・生活に良い変化をもたらすか

7)  環境 ・自家用車からの転換が見込めるか

8) 運行の持続可能性（採算性） ・運行の持続可能性

－採算はどの程度期待できるか

－運行の運営方法は妥当か、持続可能か

9)  安全性（物理的な制約条件）

3) 地域住民の関心 ・地域住民の賛同は得られるか

・地域住民の積極的な関わりがあるか

・道路に関する条件

－道路幅員はどうか

－乗降場所を設置するスペースがあるか

『既存の地域公共交通の活用』にあたって 

川崎市では、既存の地域公共交通の活用にあたっ

て、路線バスについては、バス事業者が既存路線の増

便、延伸や路線新設等を検討に取り組みやすくする

よう、路線バス運行の社会実験を支援する制度（「路

線バス社会実験支援制度」）も設けています。
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□ 川崎市における道路運送法に基づく運行手法の種類 

表 道路運送法に基づく運行手法

運行 
手法

使い方の 
工夫

概 要 特徴・留意点 
取組 
事例 

既
存
の
地
域
公
共
交
通
の
活
用

路線
バス

（乗合）

既存路線
バス
の活用

現在運行している
路線バスを地域の
移動ニーズを踏ま
え、運行経路の変
更や運行回数など
のサービスを変更
するもの。

・バス事業者の協力が必要。
・まとまった需要が必要。
・路線バスが運行できる道路環境が
必要。 

・ルートの一部変更や延伸、運行本
数の増便など、運行内容の変更に
必要な法的手続きの多くはバス事
業者が行う。 

・運営・運行はバス事業者が行う。

タクシー

タクシー
事業者と
協力した
乗降場の
整備等

タクシー事業者と
協力して、地域に
タクシー乗降場を
設置することで、
利用を集約し、地
域で共同利用する
もの。

・タクシー事業者の協力が必要。
・路線バスに比べ、運賃が高くなる
可能性がある。

・一便あたりの利用人数が少ない場
合に有効。

・需要にばらつきがある場合などに
有効。

・幅員の狭い生活道路も乗入可能。
・一括定額運賃制度や変動迎車料金
制度など新制度の活用も可能。

新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
交
通
の
導
入

乗
合
型
の
新
設

定
時
定
路
線
型

路線の
新設

路線を定めて定時
に運行するバス路
線を新設し、地域
の移動ニーズに対
応するもの。
※人口密度が高く
まとまった需要が
ある場合に有効。

・路線バスに比べ、運賃が高くなる
可能性がある。

・道路環境や需要に合わせた車両の
選択（マイクロバス、ワゴン車、
タクシー車両等）が必要。

・選択した車両によっては、幅員の狭
い道路でも乗入が可能。

・事業の運営・運行に地域住民が係
わる。

・ＩＣＴ等新技術の活用により効率
的な運営・運行が可能。

麻生区
高石地区

「山ゆり
号」
多摩区長

尾台地区

「あじさ

い号」

オ
ン
デ
マ
ン
ド
型

路線の
新設

運行区域
の設定

利用者の予約に応
じて、時刻やルー
トを設定して運行
するものや、区域
を設定してその区
域内を運行するも
の
※需要にばらつき
がある場合などに
有効。
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□ 新たなコミュニティ交通の導入における留意点 

・コミュニティ交通には様々な運行手法がありますが、運行目的、運行方針にあった種類（交

通手段）と使い方の工夫、車両の大きさを選ぶことが大切です。

・運行目的、運行方針に合致する既存の地域公共交通が無い場合には、総合的に評価を行い、

地域の移動ニーズを最も満足する運行手法を選択します。

※乗合型の場合は、最も適切な事業者を選択します。

既存バス路線との競合について 

新たなコミュニティ交通の導入にあたっては、既存のバス路線と競合する

ことがないよう留意が必要です。

全国的には、既存のバス路線と実質的に競合する新たなコミュニティ交通

の導入により、既存バス路線が減便や路線の廃止を余儀なくされ、かえって地

域の利用者の利便性を損なう状態になる事例も発生しています。

このようなことから国土交通省では、『コミュニティバスの導入に関するガ

イドライン』を示し、その中で、コミュニティバス導入の際に留意すべき事項

として、

①地域の交通ネットワークの整備にあたっては、バス路線を基本としつつ、

地域の特性に応じたその他のサービスを組み合わせることにより、全体

として整合性のとれたネットワークを形成すること。

②コミュニティバスの地域交通ネットワークにおける役割分担を明確にし

た上で、路線バスと競合することのないよう十分に検討すること。

などが記載されています。

川崎市におけるコミュニティ交通の導入においても、地域公共交通ネット

ワーク形成のため、既存のバス路線との競合に十分留意したルートを設定

し、それぞれの役割分担を明確にすることが大切です。
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［ステップ２－２］運行計画の検討【協議会／川崎市／事業者】 

ステップ２－１で選択した新たな運行手法について、協議会、川崎市、事業者の三者で協

議し、運行計画を検討・作成します。 

また、検討した運行計画により行う運行実験を想定して、地域住民を対象にアンケート調

査を実施し、利用意向を把握します。その結果を基に、ステップ２－３に進むことができる

かを確認します。 

【協議会】ステップ２―1 で選択した運行手法について運行計画を検討・作成します。検討・作

成にあたり、運行手法の選択にあたって決定した運行の目的や方針を踏まえ、川崎市、

事業者と三者で協議します。 

また、作成した運行計画により行う運行実験を想定して、地域住民を対象にアンケー

ト調査（利用意向調査）を実施します。 

【川崎市】運行計画の検討について、アドバイスを行います。 

アンケート調査の内容や、その結果によって運行実験の実施を決定する際の基準につ

いてアドバイスします。 

【事業者】事業者の立場から運行計画の内容について意見を述べます。 

□ 運行計画の検討項目 

・運行ルート、乗降場所

・運行日数（毎日、平日のみなど）

・運行本数、頻度

・使用車両    など

□ アンケート調査（利用意向調査）の項目例 

・利用意向の有無

・利用の頻度

・運行計画の内容

（Ｐ.３６【参考５】利用者意向調査の項目例 参照）
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□ 運行計画の検討における留意点 

●運行ルートの検討における留意事項

運行ルートについては、道路幅員や形状を確認する必要があり、さらに、道路上に乗降場

所を設置する場合は、必要な車道幅員に路側帯の必要幅を加える必要があります。その目安

は次ページの図表で示した基準を参考にします。また、ルート上の勾配、隅切
す み き

り、見通し等

について、現地踏査や走行環境テストを通じて確認します。

①車両幅から必要な車道幅員

・使用する車両によって、必要な幅員が異なります。特に、乗合事業として運行する場合、

車道幅員は相互通行を考慮し、車両幅の２倍＋0.5m 以上が必要となります。例えば、車

両幅が 1.70m のときは、3.90m 以上の車道幅員が必要となります。

②乗降場所を設置する場合の道路幅員と規定

・道路上に乗降場所を設置する場合、車両幅の２倍＋0.5m 以上のほか、路側帯 0.75m を追

加し、車両幅が 1.70m のときは、4.65m 以上の車道幅員が必要となります。

・曲り角、坂の頂上付近、交差点などは駐停車禁止場所となるため、5ｍ以上離す必要があり

ます。その他、見通し等について確認したうえで、乗降場所を設定します。

●乗降場所の設置検討における留意事項

①乗降場所の確保

乗降場所の確保にあたっては、協議会が周辺住民等関係者の了解を取ります。

・ごみ収集場の周辺－関係者と協議

・建物、駐車場の出入口－地権者と協議 等

・車両を待つために必要な面積及び空間の有無

・乗降場所に車両が停車する際の対向車両の見通し

②乗降場所の設置等に求められる道路幅員

・利用者の安全を確保するため、原則、歩車道分離されている必要があります。

・歩道がない場合は路側帯等で区分が明確になっており、原則、0.75m 以上の幅員を有する

一定の面積及び空間が必要です。
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表 道路構成要素と必要な道路幅員

車両イメージ 車両幅(例) 
運行ルートに 

必要な車道幅員

乗降場所に必要な道路幅員 

片側に路側帯を 

付ける場合 

両側に路側帯を 

付ける場合 

大型バス車両 
（定員 50名程度） 

2.30 m 5.10 m 5.85 m 6.60 m 

中型バス車両 
（定員 30名程度） 

2.10 m 4.70 m 5.45 m 6.20 m 

ワゴン車 
（定員 10名程度） 

1.90 m 4.30 m 5.05 m 5.80 m 

（参考）タクシー車両
（定員 5名程度） 

1.70 m 3.90 m 4.65 m 5.40 m 

※上記の運行ルートの道路幅員や乗降場所設置に係わる幅員は、あくまで数値上の基準で

あるため、実際は交通管理者、道路管理者等と現場立ち会いを行い、道路形状や線形、

交通量等から走行性や安全性を確認し、総合的に判断した上で最終確定を行います。

車両制限令による道路幅員に関する規定等

～車両制限令による道路幅員に関する規定～

図  車道幅員と路側帯とのさまざまな道路断面構成

※路側帯の幅員については、道路交通法施行令において、道路又は交通の状況によりや

むを得ないときは、0.50ｍ以上 0.75ｍ未満とすることができます。 

第５条第２項

市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道

路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一を超えないものでなければ

ならない。

L
型
側
溝

Ｕ
型
側
溝

U型側溝L型側溝

路側帯
0.75m

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

路側帯
0.75m

路側帯
0.75m

路側帯
0.75m

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

路側帯
0.75m

※1 ※2
※1 ※2

＜各形状の側溝詳細図＞

（標準的な場合） （片側路側帯の場合）

（側溝を含める場合）

L
型
側
溝

Ｕ
型
側
溝

U型側溝L型側溝

路側帯
0.75m

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

路側帯
0.75m

路側帯
0.75m

路側帯
0.75m

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

路側帯
0.75m

※1 ※2
※1 ※2

＜各形状の側溝詳細図＞

（標準的な場合） （片側路側帯の場合）

（側溝を含める場合）
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乗降場所の設置に関する規定等 

・特に曲り角、坂の頂上付近、交差点などは道路交通法の適用を受けて、駐停車禁

止場所となるため、5ｍ以上離す必要があります。

～道路交通法による乗降場所に関する規定～

第４４条：停車及び駐車を禁止する場所

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその

他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止する

ため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

（１） 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂

又はトンネル

（２） 交差点の側端又は道路のまがりかどから 5メートル以内の部分
（３） 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に 5メートル以内の部分

＜警察庁、国土交通省の基本的な見解＞

・道路交通法では交差点付近、横断歩道については 5ｍ以上離すとありますが、見
通しで安全確認できる必要な距離としては、概ね 25～30ｍとされています。

バス停

25～30m 以上

見通しで安全確認できる距離 
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●走行環境テスト時における留意事項

①走行環境テストにおける道路構造や交通運用上の制約条件

個別に道路管理者、交通管理者等による協議によって決まります。

②走行環境テストのチェック項目の例

・車両の走行、停車に必要な幅員を有する面積及び空間

・単路部の直線やカーブ、交差点の右左折における対向車両とのすれ違い

・歩行者とのすれ違い

・停車車両とのすれ違い

・急な勾配がある箇所（降雪時に安全性が確保できるか否か。）

・所要時間 など

［ステップ２－３］運行実験の実施【協議会／川崎市／事業者】 

ステップ2－２で作成した運行計画に基づき、事業者を選定するとともに、ステップ2－

１で設定した新たな運行手法について、本格運行の開始を見据えた指標及び具体的な目標値

を設定した上で、運行実験計画書を作成します。なお、実験の期間は１～３か月を目安に設

定します。 

運行実験計画書が作成できたら、実際に車両を用いた運行実験を実施します。 

運行実験中には、選択した道路運送法に基づく運行手法が地域の移動ニーズに照らし妥当

なものであり、地域に根付くものであるかどうかを確認するため、運行の記録やアンケート

調査等を行い、課題や利用者と地域住民の反応を把握します。なお、トライアルの結果によ

って確認できていれば、省略することもできます。 

【協議会】ステップ 2－２で作成した運行計画に基づき、事業者を選定するとともに、ステップ

2－１で設定した新たな運行手法について指標、具体的な目標を設定した上で、運行実

験計画書を作成します。 

また、計画書の作成項目については川崎市、事業者と三者で協議します。 

運行実験について、ポスター作成や説明会の開催、町内会・自治会等への報告などに

より、地域住民への周知を徹底します。                      

また、実態調査（利用傾向の調査）やアンケート調査を実施し、運行実験の評価や運

行計画の見直しを行う場合に必要となるデータを収集します。 

【川崎市】目標設定など、運行実験計画書の作成にあたり、運行計画や調査計画などの内容につ

いてアドバイスを行います。 

地域住民への周知や調査の方法についてアドバイスを行います。 

【事業者】事業者の立場から目標設定など、運行実験計画書の内容について意見を述べます。 

運行を実施し、運行実験中の利用人数や運賃収入等の記録を行います。 
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□ 運行実験計画書の作成項目例 

・運行計画（ステップ２－２で作成）

・目標設定

・調査計画（実態調査、アンケート調査等）

・実施体制、連絡体制、役割分担

・実施スケジュール

・広報、周知               など

□ 具体的な指標の例 

表 運行実験の各項目の評価指標（例）

項 目 指 標（例） 

1）利用特性 利用者数

利用頻度

2）運行内容 運行ルート、利用時間帯等の有効性

3）地域住民の関心 地域住民の認知、賛同

地域住民の積極的な係わり

4）地域コミュニティの形成 コミュニティの広がり

5）まちづくり（地域の活性化） 高齢者の外出率の向上

6）ライフスタイル 日常生活に馴染むものか

7）環境 自家用車からの転換率（意向）

8）運行の持続可能性 採算性

9）安全性（物理的な制約条件） 物理的な制約条件（幅員、勾配等）

□ 運行実験実施における留意点 

・運行状況の定期的な確認

・トラブル発生時の連絡体制の構築

・広報、周知の継続    など

□ 運行実験中に記録、調査する事項 

・便数別、乗降場所別の利用人数（乗り残しの人数も把握）

・利用者特性（利用目的、高齢者の割合）

・定時性、表定速度（ダイヤどおりに運行できるか。渋滞状況はどうか。）    など

□ 運行実験後のアンケート調査の項目例（Ｐ.３７【参考６】アンケート調査の項目例参照） 

・利用の有無、頻度

・将来の利用意向

・新たなコミュニティ交通の導入による変化    など
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［ステップ２－４］事業性の検証【協議会／川崎市／事業者】 

ステップ２－２で検討した運行計画について、ステップ２－３での運行実験結果を踏

まえ、事業者や協議会による事業性の検証を行います。その検証結果により、ステップ

３（本格運行）に進むことが出来るかどうかを確認します。ステップ３に進めない場合

は、運行計画の見直し等の検討を三者で行います。

【協議会/事業者】 

ステップ２－２にて検討を行った運行手法について、ステップ２－３で実施し

た運行実験結果等を踏まえ、事業者や協議会による事業性の検証を行います。

検証にあたっては、川崎市、事業者と三者で協議します。ステップ３に進めな

い場合には、運行計画の見直し等について三者で検討を行います。 

【川崎市】事業性の検証を行うにあたり意見を述べます。運行計画の見直し等を行う際に

アドバイスを行います。 

※ 本格運行が困難な場合は、 ステップ２－１（Ｐ.１２） へ戻って検討を行うことや、

ステップ２－１’ （Ｐ.２４） にて道路運送法の適用を要しない運行手法の検討を行うこ
とも可能です。

事業性の検証について 

事業性については、事業者が輸送を提供するための「運行経費」を利用者の

運賃収入をはじめとする「収入」で支えていくことができるかを検証していき

ます。

一般的に路線バス事業における「運行経費」については、次のとおり人件

費が大きな割合を占めております。

国土交通省ホームページ「乗合バス事業の収支状況について」より 

 ただし、事業者によって人件費は異なるとともに、運行計画によって燃料

油脂費などは異なってまいりますので、皆さんが検討している地域における

状況を勘案して、事業者・協議会・行政の三者で十分に協議しながら、事業

性の検証をしていくことが重要となります。

62% 23% 7% 5% 3% 
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『トライアル制度』とは（道路運送法の適用を要しない運行手法の検討段階の場合） 

目的 

・運行計画の検証や事業性の検証を行うことで、本格運行を行いやすくします。 

運行概要 

・確認した移動ニーズや地域特性等を踏まえ作成した運行計画にて、実際に運行を行い、事

業性の検証を行います。 

・なお、すでに事業者が入っている際に、運行手法の適否を確認する場合にも活用可能とし

ます。 

活用想定 

・ボランティア運送の試験運行や施設送迎バスの活用等を想定します。 

※ステップ２－１にて「トライアル制度」を実施しており、事業性の検証まで行えた場合等次の検討に進め

るのであれば、トライアル制度の実施は不要です。 

■トライアル制度の流れ（道路運送法の適用を要しない運行手法の検討段階の場合） 

※以下の内容についてはステップ２と同様です。

□ 新たなコミュニティ交通の導入における留意点  （Ｐ.１６） 

□ 運行計画の検討における留意点         （Ｐ.１８） 

●運行ルートの検討における留意事項

●乗降場所の設置検討における留意事項

●走行環境テスト時における留意事項

トライアル制度
の活用 

運行計画の検討

事業主体との
マッチング 
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□ 川崎市における道路運送法の適用を要しない運行手法の種類 

表 道路運送法の適用を要しない運行手法

運行手法 概 要 特徴・留意点 取組事例 

施設送迎の

活用
様々な目的で運行されて

いる施設送迎に地域の住

民が乗せてもらうもの。

・運行主体（商業施設、企業

等）の協力が必要。

・運行ルートやダイヤ等、

運行内容に地域が合わせ

る必要がある。

・混乗や空き時間の利用など

の形態がある。

宮前区

白幡台地区

「買い物バス」

ボランティア

運送
道路運送法の許可又は登

録を要しない助け合いに

よる運送。（収受するこ

とが可能な範囲は、運転

者が実際の運送に要する

ガソリン代、道路通行

料、駐車場料金、自発的

な謝礼）

・一便あたりの利用人数が少

ない場合に有効。

・需要にばらつきがある場合

などに有効。

・幅員の狭い生活道路も乗入

可能。

・運送の対価として金銭を収

受することはできない。

宮前区

野川南台地区

「みらい号」
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［ステップ２－２’］事業性の検証【協議会／川崎市／事業者】 

ステップ２－１’で検討した運行計画について、事業者や協議会による事業性の検証を行い
ます。その検証結果により、ステップ３（本格運行）に進むことが出来るかどうかを確認し

ます。ステップ３に進めない場合は、運行計画の見直し等の検討を三者で行います。

【協議会/事業者】  

ステップ２－１’にて検討を行った運行手法について、トライアル制度による運行実

験結果等を踏まえ、事業者や協議会による事業性の検証を行います。検証にあたって

は、川崎市、事業者と三者で協議します。ステップ３に進めない場合には、運行計画

の見直し等について三者で検討を行います。 

【川崎市】 事業性の検証を行うにあたり意見を述べます。運行計画の見直し等を行う際に、アド

バイスを行います。 

※ 本格運行が困難な場合は、ステップ２－１’ （Ｐ.２４）へ戻って検討を行うことも可能です。
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ステップ３ 本格運行・運行継続

ここでは、以下の手順に従って、本格運行を実施し新たな移動手段の運行を継続していくた

め、地域における利用の継続と増加に向けた取組や利用者の動向を踏まえた運行内容の改善に

向けた取組を繰り返し行います。 

［ステップ３－１］本格運行【協議会／川崎市／事業者】 

本格運行計画書を作成し、それに基づき事業者を選定します。なお、選定にあたっては公募

を基本とします。事業者の決定後は、協議会と事業者等関係者の間で本格運行の実施に係る協

定書を締結します。 

本格運行計画書と協定書に基づき本格運行を行います。 

【協議会】ステップ２の運行実験の結果を踏まえ、本格運行計画を作成し、可能な限り公募により事業者

の選定を行います。選定された事業者と協議し、本格運行について内容を定めた協定書を締結

します。また、本格運行に向けて地域内における広報を行います。 

【川崎市】本格運行計画書の作成について、アドバイスを行うとと

もに、必要な支援を行います。 

【事業者】協定書の内容について協議会と協議します。 

また、国への届出等、必要な手続きを行い、運行を行います。 

※道路運送法の適用を要しない運行手法の場合、ボランティア運送であれば協議会自体が運

営主体となり、施設送迎であればスーパー等、施設側の協力が必要になります。 

ステップ３の手順 
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［ステップ３－２］運行継続【協議会／川崎市／事業者】 

本格運行開始後は、運行内容に関する調査や記録を行い、利用者数や採算性等の運行内容に

ついて分析・評価を行います。 

また、本格運行の分析・評価を基に、必要に応じて、地域における利用の継続と増加に向け

た取組や運行内容の改善を行います。 

【協議会】地域住民や利用者に対するアンケート調査や実態調査（利用動向の調査）を実施し、定期的に

分析・評価を行います。また、必要に応じて、利用の継続と増加に向けた取組や運行内容の改

善を行い、安定的な事業の運営に努めます。 

【川崎市】アンケート調査、利用動向調査の内容や分析・評価方法についてアドバイスします。また、協 

議会が行う運行内容の改善に対しアドバイスを行います。 

【事業者】乗車人数や運賃収入について記録を行います。 

また、運行ダイヤの改正や車両の改良等により利用者の利便性向上を図り、運行内容の改善を

図り、安定的な事業の運営に努めます。 

□ アンケート調査の項目例 

・利用の有無、頻度

・利用の目的、時間帯

・外出機会の増加    など

（Ｐ.３８【参考７】アンケート調査の項目例参照）

□ 実態調査の項目例 

・乗降場所別の利用者数

・高齢者の利用割合    など

□ 利用の継続と増加に向けた取組の例 

・地域内の情報共有…新たなコミュニティ交通を利用する地域住民同士で、運行に係わる情報（運休

や運行の遅れ等）をできる限り共有します。 

・協議会の開催………本格運行の評価を基に、運行内容についての協議を行うため、定期的に協議会

を開催します。 

・広報活動……………継続的な利用の促進、潜在的な需要の掘り起こしのため、広報の発行やキャン

ペーンの実施を行います。 

※運行改善によっても解決できない問題がある場合や、運行の継続が難しい場合は ステップ２－１

（Ｐ.１２）もしくは ステップ２－１’ （Ｐ.２４）へ戻って検討を行うことも可能です。
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３ 参考資料

【参考１】ステップ０ 協議会会則の例 

「○○地区○○協議会」会則

制定 ○年○月○日

第１章 総 則

（名称及び事務局）

第１条 本会の名称は「○○地区○○協議会」と称し、事務局を（会長の自宅に置く・○○町内会館に

置く）。

（目的）

第２条 本会は、○○に関する活動（導入促進）を行い、○○を図ることを目的とする。

（活動内容）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。

（１） ○○に関する検討（及び調査）

（２） ○○に関する関係機関との協議調整

第２章 会員及び役員

（会員）

第４条 本会の会員は、この会の目的に賛同した者とする。

（役員）

第５条 本会には、会長１名、副会長○名のほか、次の役員を置く。

（１） 会計 ○名

（２） 監事 ○名

２ 役員は、本会の会員の中から総会において選任する。

３ 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。

（職務）

第６条 会長は、会を代表し、会務を統括する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

３ 会計は、会の会計事務を担当する。

４ 監事は、会の業務及び会計状況を監査する。

第３章 会の運営

（会議）

第７条 本会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 会議の開催は、会員の○分の○以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、委

任状をもって出席に変えることができる。

３ 議事は、出席会員の（過半数、○分の○以上）をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

附則

１ この会則は、○年○月○日から施行する。
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【参考２】ステップ０ 協議会設立時に川崎市に提出する届出書 
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【参考３】ステップ１ 行動特性調査における項目例 

設問項目 把握すべき内容 データの活用方法や狙い 

１）あなた自身に

ついて 

○居住地、年齢、職業、自動

車の保有状況等  

・回収したサンプルの妥当性（属性に偏りが生じてい

ないか）を確認する。 

・属性別のクロス集計を行うことで、ニーズを探る。

２）日常の移動や

路線バスの利用

状況について 

○移動の目的、頻度、出発

地と目的地、利用交通手

段、鉄道利用の有無 

・移動の実態として、移動目的と具体的な移動

先、鉄道利用の際の駅から自宅等への交通手

段等について明確に把握する。 

・地域交通をどのくらいの頻度、範囲でサポート

する必要があるか等の判断材料とする。 

○現在の路線バスの利用

状況 

・現在のバスの利用状況、頻度、利用している／

利用していない場合の理由を把握する。 

・利用有無の変更があった人については、そのき

っかけ等を把握し、バス利用に関する課題を

整理する。 

○現在の路線バスに対す

る意見 

・現在の路線バスの問題点を把握する。 

・問題点に対し、既存路線の活用で改善が図れる

のか、新規バス路線等他の対応が必要かどう

かを確認する。 

３）既存の地域公

共交通サービス

に対する満足度

について 

○運行ルート、時間帯、運

行間隔、停留所へのアク

セス、自由意見 

・既存の地域公共交通サービスの満足度を把握

し、どんなことに対して満足度が低いか等の

ニーズを把握する。 
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■調査票例 
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【参考４】「コミュニティ交通導入の視点」について 

１）利用特性   

 コミュニティ交通の利用者数や利用頻度、何の交通手段から転換したかなど、コミュニテ

ィ交通導入の有効性を評価する。

２）運行内容   

地域交通の運行内容（ルート、運行時間帯、頻度、乗り継ぎなど）についての有効性を評

価する。

３）地域住民の関心

 コミュニティ交通に対する地域住民の認知、評価、将来の利用意向や積極的な係りなど、

コミュニティ交通導入の必要性を評価する。

４）地域コミュニティの形成

地域内の新たな交流を生むなど、地域コミュニティの形成に寄与するものかを評価する。

５）まちづくり  

地域住民の外出機会が増加し、地域の活性化につながるなど、まちづくりに資するものか

を評価する。

６）ライフスタイル

 コミュニティ交通が地域住民の日常生活に馴染むものか、良い変化をもたらすきっかけに

なったかを評価する。

７）環境 

 コミュニティ交通の導入が環境負荷の軽減につながるものであるかを評価する。

８）運行の持続可能性

 運行経費と運賃収入のバランス（採算性）が取れているかなど、コミュニティ交通の運行

が持続可能な運行となっているかを評価する。

９）安全性（物理的な制約条件）

ルートや乗降場所が道路条件に見合っており、日常的に安全な運行が可能かを評価する。
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【参考５】ステップ2－2 利用者意向調査の項目例 

 調査項目 分析の視点

質問１：属性

・年齢
・性別
・居住地
・自家用車の有無

・どのような人々が回答しているか
・属性により、どのような意見を持ち、その意見がどのよう
に異なっているか

質問２：現在の
利用交通手段

利用交通手段
・普段はどのような交通手段を利用しているか
・何の交通手段からコミュニティ交通に転換するか

質問３：コミュニティ交通について

3-1 認知度
・コミュニティ交通を検討していることを知っているか
・認知度の違いによって、以下の利用理由等がどのように
異なっているか

3-2 利用意向

利用意向 ・利用意向の有無

利用目的 ・どのような目的（通勤、買物、通院など）で利用するか

ＯＤ※ ・どのような区間（乗降場所）で利用するか

利用時間帯 ・どのような時間帯で利用するか

利用頻度
・利用者の頻度（日常的または一時的利用か）
・単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数

運賃 ・運賃についてどう思うか（高い・安い・妥当）

3-3 コミュニテ
ィ交通に対する
意見

コミュニティ交通に
対する評価

・コミュニティ交通の導入策の良し悪しについて

・ルート
・利用時間帯
・乗り継ぎ
・運行本数、間隔
・所要時間
・運賃
・安全性
・車両

・実験する内容について
・各項目について、悪いと判断した場合、その理由と改善点
は

質問４：コミュニティ交通による変化

4-1 地域コミュ
ニティ

会議の参加 ・コミュニティ交通の説明会などに参加したことがあるか

4-2 まちづくり 外出頻度 ・コミュニティ交通の導入で外出頻度が増えるか

4-3 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 生活のゆとり ・コミュニティ交通の導入で時間の使い方は変化するか

質問５：フリーアンサー（自由回答）
・選択肢では把握困難なコミュニティ交通に対する希望、
問題点を把握

＊ OD：Origin-Destination（出発地、目的地）の略
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【参考６】ステップ２－3 運行実験後に実施するアンケート調査の項目例 

調査項目 分析の視点

質問１：属性

・年齢
・性別
・居住地
・自家用車の有無

・どのような人々が利用しているか
・属性により、どのような意見を持ち、その意見がどのように
異なっているか

質問２：現在
の利用交通手段

利用交通手段
・普段はどのような交通手段を利用しているか
・何の交通手段からコミュニティ交通に転換したか

質問３：コミュニティ交通について

3-1 認知度

・コミュニティ交通の存在を知っているか、利用したことがあ
るか

・認知度の違いによって、以下の利用理由等がどのように異な
っているか

3-2 利用実態
（利用したこ
とがある人）と
将来の利用意
向

利用の有無
・コミュニティ交通を利用したか
・地域内で利用した人の割合はどれくらいか

利用目的 ・どのような目的（通勤、買物、通院など）で利用したか

ＯＤ※ ・どのような区間（乗降場所）で利用したか

車両 ・運行車両はどうだったか（乗降、乗り心地など）

利用意向、頻度
・本格運行された場合の利用意向、頻度
・単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数の見込み

3-3 未利用者
の意見（将来の
利用意向含む）

利用していない理由 ・コミュニティ交通を利用していない理由

コミュニティ交通
を利用する条件

・コミュニティ交通を利用するための条件

利用意向、頻度
・本格運行された場合の利用意向、頻度
・単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数の見込み

3-4 未認知者
の意見（将来の
利用意向含む）

利用意向、頻度
・本格運行された場合の利用意向、頻度
・単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数の見込み

理由 ・利用有無の理由

質問４：コミュニティ交通による変化

4-1 地域コミ
ュニティ

新たな経験
・見知らぬ人と挨拶するようになったか
・地域内での交流が生まれたか

会議の参加率 ・コミュニティ交通の説明会などに参加したことがあるか

4-2 まちづくり 外出頻度 ・実験期間中に外出頻度が増えたか

4-3 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 生活のゆとり ・実験期間中における時間の使い方の変化したか

質問５：フリーアンサー（自由回答）
・選択肢では把握困難なコミュニティ交通に対する希望、問題
点を把握

＊ OD：Origin-Destination（出発地、目的地）の略
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【参考７】ステップ３－2 本格運行時に実施するアンケート調査で確認する項目の例 

調査項目 分析の視点

質問１：属性

・年齢
・性別
・居住地
・自家用車の有無

・どのような人々が利用しているか
・属性により、どのような意見を持ち、その意見がどのよう
に異なっているか

質問２：コミュニティ交通について

2-1 認知度

・コミュニティ交通の存在を知っているか、利用したことが
あるか

・認知度の違いによって、以下の利用理由等がどのように異
なっているか

2-2 利用実態
（利用したこ
とがある人）

利用の有無
・コミュニティ交通を利用したか
・地域内で利用した人の割合はどれくらいか

利用目的 ・どのような目的（通勤、買物、通院など）で利用したか

ＯＤ※ ・どのような区間（乗降場所）で利用したか

車両 ・運行車両はどうか（乗降、乗り心地など）

利用頻度
・どれくらい利用しているか
・単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数

2-3 未利用者の
意見（将来の利
用意向含む）

利用していない理由 ・コミュニティ交通を利用していない理由

コミュニティ交通
を利用する条件

・コミュニティ交通を利用するための条件

利用意向、頻度
・将来の利用意向、頻度
・単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数の見込み

2-4 未認知者の
意見（将来の利
用意向含む）

利用意向、頻度
・将来の利用意向、頻度
・単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数の見込み

理由 ・利用有無の理由

質問３：コミュニティ交通による変化

3-1 地域コミ
ュニティ

新たな経験
・見知らぬ人と挨拶するようになったか
・地域内での交流が生まれたか

会議の参加率 ・コミュニティ交通の説明会などに参加したことがあるか

3-2 まちづくり 外出頻度 ・本格運行後に外出頻度が増えたか

3-3 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 生活のゆとり ・本格運行後に時間の使い方の変化したか

質問４：フリーアンサー（自由回答）
・選択肢では把握困難なコミュニティ交通に対する希望、問
題点を把握

＊ OD：Origin-Destination（出発地、目的地）の略
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【参考８】川崎市における導入事例 

市内の４地区においてコミュニティ交通が本格運行しています。（令和４年３月現在） 

川崎市内のコミュニティ交通本格運行地区 

 地区名 
協議会 
設立年度 

本格運行 
開始年度 運行手法 

①
高石 
(麻生区) 

平成 16年度 

(2004) 

平成 23年度 

(2011) 
乗合型 

② 長尾台 
(多摩区) 

平成 20年度 

(2008) 

平成 26年度 

(2014) 
乗合型 

③
野川南台 
(宮前区) 

平成 16年度 

(2004) 

平成 20年度 

(2008) 
ボランティア運送 

④
白幡台 
(宮前区) 

平成 25年度 

(2013) 

令和元年度 

(2019) 
施設送迎 

① 高石地区 

④ 白幡台地区 
③ 野川南台地区 

② 長尾台地区 
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本格運行地区取組事例（①、④） 

① 高石地区【乗合型】 

運行概要 

運行開始 ：平成 23(2011)年 9月 

定 員  ：14 名 

運行日数 ：5日／週（月～金） 

運行便数 ：19 便／日 

運 賃  ：大人 300 円 小児 100 円 

※会費（半年 3,600 円）を払うことで、1乗車 50円 

引きで乗車できるサポーター会員になることが可能 

運行事業者：㈱高橋商事 

利用者数（令和元(2019)年度）: 日平均 99人／日  月平均 2,001 人／月 

車両更新 ：平成 29(2017)年 2月  

運行開始までの経緯 

平成 16(2004)年     ：行動特性調査の実施、地元協議会の設立 

平成 19(2007)年     ：運行実験の実施 

平成 23(2011)年 9月   :乗合型による運行開始 

令和 3(2021)年     ：運行開始 10年目を迎える 

④ 白幡台地区【施設送迎】 

運行概要 

運行開始：令和元(2019)年 10 月 

定 員 ：29名 

運行日数：2日／週（日・火） 

運行便数：7便／日 

運 賃 ：無料（商業施設への買い物送迎バスを活用） 

運行主体：㈱ビック・ライズ(食品館あおば) 

利用者数(令和元(2019)年度)：日平均  53 人／日 

                月平均 460    人／月 

運行開始までの経緯 

平成 25(2013)年 11 月  ：地元協議会の設立 

平成 26(2014)年 2 月  ：行動特性調査の実施 

平成 27～30(2015～2018)年度：乗合型による運行計画の検討 

平成 30(2018)年度     ：買い物需要が多いことに着目し、送迎実績のある企業と協議 

令和元(2019)年 10 月    ：買い物送迎バスの運行開始 

白幡台地区（買い物バス）

定員２９名 

高石地区（山ゆり号）

定員１４名 
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４ 用語集

 用語 解説 

あ 相乗りタク

シー 

一般乗用自動車として運行するタクシーに、複数人が相乗りする運行形

態。 

う 運賃 バスなど乗り物を利用する際に支払う運送の対価のことで、国土交通大臣

の認可が必要。利用距離に応じて計算した設定あるいは、利用距離には関

係なく同じ額とする均一制など、さまざまな設定方法がある。バスの運賃

は事業者から申請した上限額が認可対象となり、その上限額までの運賃で

あれば届出のみで適用することができる。また、タクシーの運賃は一定の

地域ごとの上限運賃と下限運賃の範囲内であれば原則として速やかに認

可される。（自動認可運賃制度） なお、タクシーの迎車回送料金など、運

送以外の利用に対して支払う対価は料金であり、運賃には含まれない。 

お オンデマン

ド交通 

利用者から事前に連絡（予約）を受けて、基本となる路線以外の停留所に

立ち寄ったり、運行を開始したりするなど、乗客の要望に合わせて運行す

る自動車により不特定の旅客を乗り合わせて運送する運行手法。 

こ 交通管理者 交通規制を行う都道府県公安委員会、及びその実施事務を担当する都道府

県警察本部、所轄警察署のこと。 交通規制の目的は、道路における危険を

防止し、その他交通の安全と円滑を図ること、及び道路交通に起因する障

害の防止にあり（道路交通法第 4 条に規定）、バスの運行では、路線、乗

降施設の検討で規制との関係、あるいはバスを優先する方策などが協議対

象となる。  

こ 交通事業者 鉄道、バス、タクシーなど公共交通の運行を担う事業者。 

こ 公共交通 不特定の人々が利用できる交通機関のことで、鉄道や路線バス、タクシー

などが含まれる。 

こ コミュニテ

ィ交通 

地域住民等が主体となって導入し、運営・運行に参画している、地域の足

となる誰もが利用可能な交通手段全般のこと。 

さ サンプリン

グ調査 

母集団からサンプリング（標本を抽出）して調査し、それから統計学的に

推定する方法。サンプリング調査にあたっては、抽出率の設定や抽出に偏

りがないよう注意が必要となる。 

し 車両制限令 道路法第 47 条第 1 項に基づき、道路の構造を保全し、又は交通の危険を

防止するため、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径

の制限を定めた政令。  
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用語 解説 

し 施設送迎 ある施設が運行する、施設利用者に向けた送迎サービスのこと。 

し 地元協議会 地域住民が主体となり、コミュニティ交通導入に向けた取組・検討を行う、

川崎市に協議会設立届を提出した組織 

た タクシー 道路運送法においては一般乗用旅客自動車運送事業といい、タクシー車両

を使用して、一般乗用自動車として運行するもの。 

ち 地域公共交

通 

地域住民の日常生活、若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他

の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交

通機関。 

ち 地域特性 その地域に起因する特性。高低差や道路幅員、駅やバス停までの距離、既

存の地域交通のサービス内容などが含まれる。 

と 道路運送法 道路運送事業に関して、適正・合理的な運営、道路運送に関する秩序を確

立するための法律で、主として旅客運送事業であるバス、タクシーに関し

て規定する法律。一般旅客自動車運送事業については、同法第４条に基づ

く許可が必要となる。 

と 道路管理者 道路法第３章第１節に規定される道路を管理する主体のこと。道路の種類

によって、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長のいずれかが道路管理

者となる。道路管理者は、「道路を常時良好な状態に保つように維持し、修

繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。」

（道路法第 42条）とされている。なお、バスなどの乗降施設を道路に設置

する際には、道路管理者から道路の占用許可を受けなければならない。  

と 道路交通法 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の

交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律。 

と 道路幅員 道路の横断方向の長さ。道路法（第 47 条第 1 項）に基づき道路を通行で

きる車両は車両制限令により定められている。車道と路肩の幅から通行で

きる車両の幅が制限される場合があるので、バスなどの運行を検討する際

には注意が必要。  

と 道路法 道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分

等に関する事項を定めた法律で、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進

することを目的としている。  

の 乗合タクシ

ー 

道路運送法においては一般乗合旅客自動車運送事業といい、タクシー車両

を使用して、不特定多数の旅客を乗り合わせて運送する交通機関。定時定

路線型、オンデマンド型などの運行形態がある。 
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 用語 解説 

ほ ボランティ

ア運送 

道路運送法の適用対象外でボランティアが運行する運行手法のこと。 

ま ＭａａＳ 

（マース） 

Mobility as a Service の略で、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単

位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービス

を最適に組み合わせることで、検索・予約・決済等を一括で行うサービス

のことをいう。 

ろ 路線延長 バスの経路における起点、終点間の距離。  

ろ 路線バス 道路運送法においては一般乗合旅客自動車運送事業といい、路線を定めて

定期に運行する自動車により不特定多数の旅客を乗り合わせて運送する交

通機関。 



令和４（２０２２）年３月改定

川崎市まちづくり局交通政策室 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

電 話 ： 044-200-2034 

ＦＡＸ ： 044-200-3970 
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